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「第２期富士見市スポーツ推進計画（案）」に対する意見募集の結果に

ついて 

令和４年３月２２日 

文化・スポーツ振興課 

意見募集結果及び寄せられた意見に対する市の考え方について、次のとおり公表します。 

ご協力に感謝申し上げます。 

【意見募集の集計結果】 

１ 意見募集期間 
令和 ４ 年 １ 月 １１日（ 火 ）から 

令和 ４ 年 ２ 月 １０日（ 木 ）まで 

２ 意見の件数          １６件 

３ 意見提出方法 

ホームページ応募専用フォーム １人 

郵送 人 

ファクシミリ ２人 

直接持参 １人 

４ 反映状況 

Ａ 意見を反映し、案を修正したもの １件 

Ｂ 既に案で対応済みのもの １件 

Ｃ 今後の参考とするもの ９件 

Ｄ その他 ５件 

【募集意見】  （１６件） 

No 意見概要 市の考え方 
反映 

状況 

１ 
P.10 第１期計画の基本目標４「ス

ポーツ活動ができる環境整備の推

進」について 

「スポーツ施設の設置と環境整備

の推進」とした方が良い。 

いただいたご意見は、第１期計画

の基本目標に関する項目です。ス

ポーツの環境整備については、第

２期計画の基本目標３「スポーツ

をするための環境整備の促進」

（P.38）で示しています。 

 

Ｄ 



２ 
P.25 第１期計画の基本目標４の④

課題について 

２行目「スポーツ活動の推進が図

られました。」の後ろに、「しか

し、ガーデンビーチの閉鎖に伴っ

て、屋内プールは市民の声が多い

ため、市民の声に耳を傾けなけれ

ばならない。」と入れてくださ

い。 

市民の皆様からは、屋内プールに

限らず、野球・サッカーなどの屋

外施設、公園ウォーキングなどの

健康施設を望む声や東京 2020 オリ

ンピック・パラリンピックを契機

として、新たなスポーツ競技の施

設の整備を望む声など様々な意見

が寄せられています。これらの意

見を踏まえるとともに他自治体の

スポーツ施設との比較、運動公園

等施設の老朽化など本市の抱える

課題などを総合的に判断し、屋外

施設の整備を計画的に取り組みた

いと考えております。 

Ｃ 

３ 
P.25 第１期計画の基本目標４の④

課題について 

３行目の「びん沼ミニ野球場」は

削除するべきです。なぜなら、今

世界的に地球温暖化をどうしてく

い止めるかが大きな課題となって

いる中で、自然公園であるびん沼

を自然公園のまま残すのが妥当で

す。 

びん沼ミニ野球場については、南

畑排水機場に隣接した既存の野球

場を指しており、びん沼自然公園

内に新たに整備するものではあり

ません。 Ｄ 

４ 
P.25 第１期計画の基本目標４の④

課題について 

５行目からの「企業との連携～最

後」までは削除してください。 

企業との連携については、第２期

計画の基本目標４、「4-4 大会誘

致によるシティセールスの充実」

（P.42）を図るために必要な課題

であると考えます。 

Ｄ 

５ 
P.26 第１期計画の基本目標４につ

いて 

「市民のスポーツ環境の向上を図

るため、市内スポーツ施設の適切

な維持管理に努めるとともに整備

や修繕を計画的に実施する。」と

ありますが、「とともに」のあと

に「設置や」と加えた方が良いと

思います。 

計画書内の「整備」という文言に

ついては、広く「設置」も含めた

意味で使用しています。新たな施

設の設置については、今後、必要

に応じて研究して参ります。 Ｂ 

６ 
P.26 スポーツの新たな役割につい

て 

「びん沼自然公園や富士見ガーデ

ンビーチの跡地を活用して、市民

のスポーツ活動を推進する。」と

ありますが、「びん沼自然公園

や」は削除してください。 

 

 

現在、びん沼自然公園内にパーク

ゴルフ場の整備を行っています

が、パークゴルフは、基本目標２

「スポーツを通じた市民の交流と

地域の活性化」（P.35）につなげ

ていきたいと考えます。 
Ｄ 



７ 
P.26 スポーツの新たな役割につい

て 

「ガーデンビーチの跡地を活用し

て・・・」を「活用は市民の声を

聞いて推進する」に変えてくださ

い。 

ガーデンビーチの跡地を活用した

スポーツ推進については、スポー

ツ施設として整備することで、具

体的な内容については市民の声を

聞いて進めていきたいと考えま

す。 

Ｃ 

８ 
P.30 第２期計画の基本目標「ス

ポーツをするための環境整備の促

進」について 

「既存のスポーツ施設の修繕や整

備に関して、計画的に実施してい

きます。また、地域の公共施設の

有効活用や利便性を高めます。」

とありますが、「既存の」を取

り、「スポーツ施設の」のあとに

「設置や」を加えてください。 

既存の文言を削除しました。ま

た、計画書内の「整備」という文

言については、広く「設置」も含

めた意味で使用しています。 

Ａ 

９ 
P.33 事業内容④高齢者スポーツ活

動の推進について 

１行目「体力づくりのため」の後

ろに「必要な施設を設置し」を入

れてください。 

「必要な施設を設置」については

基本目標３「スポーツをするため

の環境整備の促進」（P.38）の中

で取り組んでいきたいと考えま

す。 

Ｃ 

１０ 
P.33 事業内容④高齢者スポーツ活

動の推進について 

区分等の所に「パワーアップ体

操」、「水中ウォーキング」を入

れてください。 

「④高齢者スポーツ活動の推進」

について、現状実施可能な具体例

として、「ラジオ体操講習会」、

「パワーアップ体操」等を示して

いるものであり、「水中ウォーキ

ング」について具体例として言及

できるものではないと考えます

が、今後の参考とさせていただき

ます。 

Ｃ 

１１ 
P.34 施策展開の方向「1-3 健康づ

くり事業の推進」について 

健康づくり事業の推進の１行目

に、「水中ウォーキング」を入れ

てください。 

お示ししている「健康づくり事

業」は「施策展開の方向」、「1-3

健康づくり事業の推進」の目標値

（ＫＳＦ）とする取組みを示した

もので、水中ウォーキングは把握

が困難であるため対象とはしてい

ませんが、今後の参考とさせてい

ただきます。 

Ｃ 

１２ 
P.38 「3-1 運動公園等のスポーツ

施設の再整備」の事業内容につい

て 

①を「スポーツ施設の設置を進

め、水中ウォーキング、設備のバ

リアフリー化を推進します。」に

変更してください。 

 

当該項目は市内スポーツ施設のバ

リアフリー化の推進を示している

内容であり、個別施設の設置を掲

げる項目ではないと考えます。 
Ｄ 



１３ 
P.39 「3-3 地域施設の有効活用」

について 

「①スポーツができる場所の提

供」に目標値を設置してくださ

い。 

「①スポーツができる場所の提

供」については、「施策展開の方

向」における事業内容であり、数

値目標は基本目標のＫＰＩ及び施

策展開の方向のＫＳＦで示すこと

で計画書を構成しております。今

後の参考とさせていただきます。 

Ｃ 

１４ 
P.39 「3-3 地域施設の有効活用」

について 

既存のスポーツ施設だけではあら

ゆる世代の活動ができないので、

水谷・水谷東地域にミニ体育館を

造ってください。 

基本目標３「スポーツをするため

の環境整備の促進」（P.38）で示

している内容に基づき、工夫を図

りながら、さまざまな施設で市民

がスポーツに親しめるよう、取り

組んでいきたいと考えます。 

Ｃ 

１５ 
P.39 「3-3 地域施設の有効活用」

について 

通年使える室内温水プールを造っ

てください。 

市民の皆様からは、屋内プールに

限らず、野球・サッカーなどの屋

外施設、公園ウォーキングなどの

健康施設を望む声や東京 2020 オリ

ンピック・パラリンピックを契機

として、新たなスポーツ競技の施

設の整備を望む声など様々な意見

が寄せられています。これらの意

見を踏まえるとともに他自治体の

スポーツ施設との比較、運動公園

等施設の老朽化など本市の抱える

課題などを総合的に判断し、屋外

施設の整備を計画的に取り組みた

いと考えております。 

Ｃ 

１６ 
P.39 「3-3 地域施設の有効活用」

の「②公園、広場、緑地等への健

康遊具の設置」について 

区分等を継続ではなく充実へ 

これまでも定期的に健康遊具を増

設してまいりました。今後も公園

の改修等がある際は、関係部署と

連携を図り、継続的に取り組んで

いきたいと考えます。 

Ｃ 

 

  


